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規 則

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１０９号

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を
定める規則の一部を改正する規則

北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定め
る規則（平成１２年北海道規則第９３号）の一部を次のように改正する。
第２条の表３の項�及び�中「又は第６３条第３項第５号イ」を「、第６３条第３項第５号イ
又は第６８条の６９第３項第５号イ」に改め、同表４の項中「又は第６３条第３項第６号」を「、第
６３条第３項第６号又は第６８条の６９第３項第６号」に改める。

附 則

この規則は、平成２１年１月１日から施行する。

告 示

北海道告示第７９７号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータ １３２台

２ 落札を決定した日
平成２０年１２月１０日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 北海道オフィス・マシン株式会社
� 住 所 札幌市中央区大通西１６丁目３番地
４ 落札金額
８，１７７，４００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２０年１１月１１日付け北海道告示第７１０号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目
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北海道告示第７９８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２０年１２月１２日、深
川土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７９９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 標津郡中標津町字俵橋１６４４の２９・１６４４の３３（以上２

筆について次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 標津郡中標津町字俵橋１６４４の２９・１６４４の３３（以上２

筆について次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 魚つき
� 解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道根室支庁産業振興部林務課及び中標津町役場
に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８００号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除に係る保安林の所在場所 茅部郡森町字森川町３１７の９０
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除に係る保安林の所在場所 礼文郡礼文町大字船泊村字ニシウヱントマリ５５５の

１（次の図に示す部分に限る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道宗谷支庁産業振興部林務課及び礼文町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８０１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
広尾郡広尾町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐に係る伐採種は、定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

広尾郡広尾町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 霧害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
	 主伐に係る伐採種は、定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道十勝支庁産
業振興部林務課及び広尾町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８０２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
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１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

利尻郡利尻富士町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産
業振興部林務課及び利尻富士町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第８０３号

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定により、次のとおり営業停止の処
分をした。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 処 分 を し た 年 月 日 平成２０年１２月１２日
２ 処 分 を 受 け た 者
� 商号及び代表者の氏名 株式会社和泉製作所 和泉 光彦
� 主たる営業所の所在地 旭川市永山町８丁目２３番地１
� 建設業の許可の番号 （般－１６、特－１７）上第４５０７号
３ 処 分 の 内 容
� 営 業 停 止 の 範 囲 業種、地域、公共工事、民間工事の範囲を限定せず、営業

の全部停止
� 営 業 停 止 の 期 間 平成２０年１２月２４日から１２月３０日までの７日間
４ 処分の原因となった事実
上記の者が建設業法第２８条第１項第２号及び第６号に該当した。

北海道告示第８０４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道網走土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 嘉多山美幌線 網走郡美幌町字美禽４６番１地先から

網走郡美幌町字美禽４番２地先（一般国道３９号交点）まで
平成２０．１２．２４

北海道告示第８０５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域
路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
北見端野美幌線 網走郡美幌町字美禽１７７番２２地先から 前 １４．５０�から ２９６．００� 一般国道３９号
北海道網走土木現業所 網走郡美幌町字美禽２番２地先（一

般国道３９号交点）まで
４２．３６�まで 重複Ｌ＝１０７．００�

後 ２１．０７�から ２８３．００� 一般国道３９号
４２．３６�まで 重複Ｌ＝９６．００�

白滝原野白滝停車場線 紋別郡遠軽町字白滝９４５番１地先から 前 １０．９０�から ６２１．２６� 一般国道３３３号
北海道網走土木現業所 紋別郡遠軽町字白滝８１７番１地先（一

般国道３３３号交点）まで
１３．００�まで 重複Ｌ＝１９．１８�

後 １２．７５�から ６２１．２６� 一般国道３３３号
１５．１０�まで 重複Ｌ＝１９．１８�

北海道告示第８０６号

昭和５６年北海道告示第６５０号（河川予定地の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１一級河川当別川の項図面の欄中「第４号図」を「第４号図の２」に改める。

公 表

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、一級河川石狩川水系江丹別
川及び比布川に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当該区域及び浸
水した場合に想定される水深を公表する。
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これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道旭川土木現業所事業部
治水課及び事業課に備え置いて閲覧に供する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、一級河川石狩川水系富良野
川、ヌッカクシ富良野川、ベベルイ川及び西達布川に係る浸水想定区域を指定したので、同
条第３項の規定により当該区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。
これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道旭川土木現業所事業部
治水課及び富良野出張所に備え置いて閲覧に供する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、一級河川天塩川水系剣淵川、
犬牛別川及び温根別川に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当該区
域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。
これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道旭川土木現業所事業部
治水課及び士別出張所に備え置いて閲覧に供する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、一級河川十勝川水系利別川
及び足寄川に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当該区域及び浸水
した場合に想定される水深を公表する。
これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道帯広土木現業所事業部
治水課及び足寄出張所に備え置いて閲覧に供する。
平成２０年１２月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

道 議 会 告 示

北海道議会告示第３号

昭和３１年北海道議会告示第１号（北海道議会会議規則）の一部を次のように改正する。
平成２０年１２月２４日

北海道議会議長 釣 部 勲

北海道議会会議規則の一部を改正する規則
北海道議会会議規則（昭和３１年北海道議会告示第１号）の一部を次のように改正する。
第１２１条第２項中「速記法」の次に「その他議長が適当と認める方法」を加え、「速記す
る」を「記録する」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

道 人 事 委 員 会 規 則

北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成２０年１２月２４日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１１７２

北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
北海道学校職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－２８）の
一部を次のように改正する。
第２条の２を次のように改める。
第２条の２ 削除
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年１２月２４日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１１７３

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則
義務教育等教員特別手当に関する規則（北海道人事委員会規則７－４６２）の一部を次のよ
うに改正する。
別表第１及び別表第２を次のように改める。
別表第１ 中学校及び小学校教育職給料表の適用を受ける者（第３条関係）

職員の
区 分

職務の級
号 俸 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

円 円 円 円

３８北 海 道 公 報 第����号平成２０年１２月２４日（水曜日）



再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

１から４まで
５から８まで
９から１２まで
１３から１６まで
１７から２０まで

３，９００
４，１００
４，２００
４，４００
４，７００

４，２００
４，５００
４，７００
５，０００
５，２００

８，４００
８，８００
９，１００
９，８００
１０，１００

１３，５００
１３，８００
１４，１００
１４，４００
１４，８００

２１から２４まで
２５から２８まで
２９から３２まで
３３から３６まで
３７から４０まで

４，９００
５，１００
５，４００
５，６００
５，８００

５，５００
５，８００
６，０００
６，２００
６，６００

１０，４００
１０，７００
１１，１００
１１，４００
１１，７００

１５，１００
１５，３００
１５，５００
１５，８００
１５，９００

４１から４４まで
４５から４８まで
４９から５２まで
５３から５６まで
５７から６０まで

６，１００
６，３００
６，６００
６，８００
７，０００

７，１００
７，４００
７，７００
８，３００
８，６００

１１，９００
１２，２００
１２，６００
１２，９００
１３，２００

１５，９００
１５，９００
１５，９００

６１から６４まで
６５から６８まで
６９から７２まで
７３から７６まで
７７から８０まで

７，２００
７，４００
７，７００
７，９００
８，１００

８，９００
９，６００
９，９００
１０，２００
１０，５００

１３，５００
１３，７００
１４，０００
１４，２００
１４，４００

８１から８４まで
８５から８８まで
８９から９２まで
９３から９６まで
９７から１００まで

８，２００
８，４００
８，５００
８，７００
８，８００

１０，８００
１１，１００
１１，４００
１１，６００
１１，８００

１４，６００
１４，８００
１４，９００
１５，１００
１５，１００

１０１から１０４まで
１０５から１０８まで
１０９から１１２まで
１１３から１１６まで
１１７から１２０まで

９，０００
９，１００
９，２００
９，２００
９，４００

１２，２００
１２，４００
１２，６００
１２，９００
１３，１００

１５，１００
１５，１００

１２１から１２４まで
１２５から１２８まで
１２９から１３２まで
１３３から１３６まで
１３７から１４０まで

９，５００
９，６００

１３，３００
１３，４００
１３，６００
１３，７００
１３，９００

１４１から１４４まで
１４５から１４８まで
１４９

１４，０００
１４，１００
１４，１００

再任用
職 員 ６，３００ ７，７００ １０，１００ １２，９００

備考 「中学校及び小学校教育職給料表」とは、学校職員給与条例第５条第１項第２号
イに規定する教育職給料表�及び市町村立学校職員給与条例第２条第１項に規定す
る教育職給料表をいう。

別表第２ 高等学校教育職給料表の適用を受ける者（第３条関係）

職員の
区 分

職務の級
号 俸 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級

再

任

用

職

員

以

外

の

１から４まで
５から８まで
９から１２まで
１３から１６まで
１７から２０まで

円
３，９００
４，１００
４，２００
４，４００
４，７００

円
５，０００
５，２００
５，５００
５，８００
６，０００

円
１０，１００
１０，４００
１０，７００
１１，１００
１１，４００

円
１３，５００
１３，８００
１４，１００
１４，４００
１４，８００

２１から２４まで
２５から２８まで
２９から３２まで
３３から３６まで
３７から４０まで

４，９００
５，１００
５，４００
５，６００
５，８００

６，２００
６，６００
７，１００
７，４００
７，７００

１１，７００
１１，９００
１２，２００
１２，６００
１２，９００

１５，１００
１５，３００
１５，５００
１５，８００
１５，９００

４１から４４まで
４５から４８まで
４９から５２まで
５３から５６まで
５７から６０まで

６，１００
６，３００
６，６００
６，８００
７，０００

８，３００
８，６００
８，９００
９，６００
９，９００

１３，２００
１３，５００
１３，７００
１４，０００
１４，２００

１５，９００
１５，９００
１５，９００

６１から６４まで
６５から６８まで
６９から７２まで
７３から７６まで
７７から８０まで

７，２００
７，４００
７，７００
７，９００
８，１００

１０，２００
１０，５００
１０，８００
１１，１００
１１，４００

１４，４００
１４，６００
１４，８００
１４，９００
１５，１００

８１から８４まで
８５から８８まで
８９から９２まで
９３から９６まで
９７から１００まで

８，２００
８，４００
８，５００
８，７００
８，８００

１１，６００
１１，８００
１２，２００
１２，４００
１２，６００

１５，１００
１５，１００
１５，１００

１０１から１０４まで
１０５から１０８まで
１０９から１１２まで

９，０００
９，１００
９，２００

１２，９００
１３，１００
１３，３００
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職

員

１１３から１１６まで
１１７から１２０まで

９，２００
９，４００

１３，４００
１３，６００

１２１から１２４まで
１２５から１２８まで
１２９から１３２まで
１３３から１３６まで
１３７から１４０まで

９，５００
９，６００
９，７００
９，８００
９，９００

１３，７００
１３，９００
１４，０００
１４，１００
１４，１００

１４１から１４４まで
１４５から１４８まで
１４９から１５２まで
１５３

９，９００
１０，１００
１０，２００
１０，３００

再任用
職 員 ６，３００ ７，７００ １０，１００ １２，９００

備考 「高等学校教育職給料表」とは、学校職員給与条例第５条第１項第２号アに規定
する教育職給料表�をいう。
附 則

この規則は、平成２１年１月１日から施行する。

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第３２９号

交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置及び所管区（昭和４３年北海道警察本部告示第
２３号）の一部を次のように改正し、平成２０年１２月２５日から施行する。

平成２０年１２月２４日
北海道警察本部長 鎌 田 聡

別表北見方面興部警察署の項中
「

沙 留
同
字沙留１１２番
地の１

」

を

「

沙 留
同
字沙留４０５番
地５

」

に改める。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社
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